
第
二
章
被
保
険
者
第
二
節
標
準
報
酬

受
け
、
又
は
、
さ
か
の
ぽ
っ
た
昇
給
に
よ
っ
て
数
月
分
の
差
額
を
一
括
し
て
受

け
る
等
通
常
受
け
る
べ
き
報
酬
（
健
康
保
険
法
第
一
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び

厚
生
年
金
保
険
法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の

以
外
の
報
酬
）
以
外
の
報
酬
を
当
該
期
間
に
お
い
て
受
け
た
場
合

図
五
、
六
、
七
月
の
い
ず
れ
か
の
月
に
お
い
て
低
額
の
休
職
給
を
受
け
た
場
合

固
五
、
六
、
七
月
の
い
ず
れ
か
の
月
に
お
い
て
ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ
る
賃
金
カ
ッ

ト
が
あ
っ
た
場
合

第
二
章
被
保
険
者
第
二
節
標
準
報
酬

六
五

O
健
康
保
険
法
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
に
お
け
る
標
準

報
酬
の
定
時
決
定
及
び
随
時
改
定
の
取
扱
い
に
つ
い

て

昭
和
三
六
年
一
月
―
一
六
日
保
発
第
四
号
一

＿
疇
丘
豆
翡
麟
長
か
ら
、
各
都
道
府
県

（
改
正
経
過
）

改
正
昭
和
四
四
年
六
月
―
―
―

-a

標
記
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
八
年
八
月
二
十
八
日
保
発
第
五
七
号

「
健
康
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
、
厚
生
年
金
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
及
ぴ
船
員
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て
L

の
通
達
に
基

づ
い
て
実
施
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
取
扱
い
を
改
め
、
下
記
の
と
お

り
取
扱
い
の
基
準
を
定
め
た
の
で
、
こ
の
取
り
扱
い
に
適
正
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

お
つ
て
貴
管
下
健
康
保
険
組
合
に
対
し
て
は
、
貴
職
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
御
示
達
の
う

え
、
遺
憾
の
な
し
よ
う
特
に
御
配
意
願
い
た
い
。

J
 

n
ーーロ

一
定
時
決
定

標
準
報
酬
の
定
時
決
定
に
際
し
、
健
康
保
険
法
第
三
条
第
七
項
又
は
厚
生
年
金

保
険
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
険
者
に
お
い
て
算
定
す
る
場
合

は
、
健
康
保
険
法
第
三
条
第
二
項
又
は
厚
生
年
金
保
険
法
二
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る

こ
と
。
m
五
、
六
、
七
月
の
三
箇
月
問
に
お
い
て
、
四
月
分
以
前
の
給
料
の
遅
配
分
を

r
 

ハ五


